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三 本案件は、総合評価落札方式に係る自己採点方式の対象案件である。

第１ 競争に付する事項
１ 工事名 R7機保離第109号 水産物供給基盤機能保全工事
２ 工事場所 保戸島漁港 津久見市大字保戸島
３ 工期 150日間

４ 工事概要

５ 予定価格 54,613,900円

６
総合評価に
係る加算点
の最高点

10点

７
施工体制評
価点

15点

公 告

次のとおり、一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大分県契約事務規則（昭
和39年大分県規則第２２号）第２１条の規定に基づき公告する。

令和8年3月16日

この工事は、【任意着手方式】の余裕期間制度の適用工事です。
（１）本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うこ
とができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期を任意
で設定できる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式−１により、工事の始期を通知すること。
（２）余裕期間は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。
（３）余裕期間は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事に
着手してはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
（４）契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を
変更することにより、工事に着手することができるものとする。
（５）低入札価格調査等により、工事の終期が年度を跨ぐこととなった場合には、余裕期間は適用しない。
 別記様式を含む、余裕期間の詳細は、「大分県農林水産部及び土木建築部発注工事における余裕期間制度実施要
領」を参照のこと。大分県ホームページ内（https://www.pref.oita.jp/soshiki/15040/yoyuukikanseido.html）に掲
載。

本案件は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件である。電子入札の取扱いはこの公告に定めるもののほか、大分県
電子入札運用基準による。
本案件は、価格と技術力を評価し、総合的に優れた調達を行うため、地方自治法施行令第１６７条の１０の２に規定する総合評価
落札方式によるものである。

（１７１）物揚場（浮体式）
浮体式物揚場補修 Ｎ＝１式
（１７３）物揚場（浮体式）
浮体式物揚場補修 Ｎ＝１式
防風柵補修 Ｌ＝９０ｍ
標識灯補修 Ｎ＝３基

（※予定価格×100／110＝49,649,000円）

1/51/55

https://www.pref.oita.jp/soshiki/15040/yoyuukikanseido.html













































































































